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１．改正理由 

 

地方交付税法の一部を改正する法律が成立した場合、増額された地方交付

税の一部（４６９億円）については、普通交付税の調整復活分として、平成

２７年度中に交付することとなるが、地方交付税法第１６条第１項は、４月、

６月、９月及び１１月以外に普通交付税を交付することを予定していないこ

とから、普通交付税の調整復活が１月に行われる場合には、同条第２項の規

定に基づき、１月の地方交付税の現金交付の特例を設ける必要がある。 

 

 

２．省令案の改正内容 

 

平成２７年度分の地方交付税に限り、普通交付税の交付時期（平成２８年

１月）及び交付額（調整復活による追加交付分）の特例を定める。 

 

 

３．今後の予定 

 

地方交付税法の一部を改正する法律と同日に公布・施行予定 

 

平成二十七年度分の地方交付税の交付額の特例に関する

省令の一部を改正する省令（案）の概要 


